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Ⅰ 市  勢      

１ 位  置  

 本市は神奈川県の南西部に位置している。 

  緯度及び経度は、市庁舎の位置で北緯 35度 15分

53秒、東経 139度 9分 08秒。 

市域の広がりは、東西が 17.5㎞、南北が 16.9㎞

あり、市の周囲は 74.89㎞、このうち海岸線が 17.05

㎞を占めている。 

  湘南地方の西部を占めているので「西湘地域」と

呼ばれている。 

  東京からの距離は、東海道新幹線で東京駅から

83.9㎞（34分）、小田急線で新宿駅から 82.5㎞（74分）となっている。 

 

２ 地  勢  

  本市の地形は、相模湾に面した足柄平野を西側の箱根山塊と東側の曽我丘 

陵が包むように囲んだ地形となっている。 

  市街地は平野の中央を流れる２級河川酒匂川と箱根山塊の麓を流れる早川

の間、海岸沿いを走る国道１号線に展開している。黒潮の流れる海に面し、

背後が山地という地形のため、年平均で気温 16度、降雨量 2000㎜前後とい

う暮らしやすい気候である。西部山地の一部は富士箱根伊豆国立公園の区域

となっている。 

 

 

相模湾から小田原を望む 
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３ 沿  革 

（１）古代   

  縄文時代には人々が住みついていたらしく、各所の遺跡から当時の石器や

土器が出土している。また、市内には６～７世紀頃の古墳群があり、この頃

すでに古墳に埋葬されるような有力者が生まれていたと考えられている。 

（２）平安時代 

  治承４年（1180年）、伊豆に流されていた源頼朝が平家追討の兵を挙げ、   

最初の合戦となったのが「石橋山の合戦」である。（現在、県指定史跡「史跡・

石橋山古戦場」となっている。） 

（３）室町時代～江戸時代 

  明応４年（1495年）には、伊勢新 

九郎長氏（後の北条早雲）が小田原 

城を奪い、大森氏を滅ぼした。その 

後、天正 18年（1590年）まで５代 

96年間にわたり小田原は北条氏の城 

下町として、関東の政治・経済・文 

化の中心都市として大いに繁栄した。 

天正 18年の豊臣秀吉による小田原            小田原城天守閣 

攻めでは、北条氏は 100日に及ぶ篭城戦の末に敗れ、滅亡した。 

この後、関東八か国を手に入れた徳川家康は、小田原城を家臣の大久保忠世

に与えた。 

江戸時代には、城下町として、また東海道の 

箱根越えを控えた宿場町としてにぎわった。 

 江戸時代の後期には大地震や富士山の大噴火、

大飢饉と災害が続いたが、その中で天明７年

（1787年）には報徳仕法で名高い二宮尊徳が 

栢山に生まれている。 

（４）明治時代以降 

  明治４年、廃藩置県で小田原県となり、さら

に同年、足柄県となった。 

明治９年には足柄県が廃され、神奈川県の所 

管となり県庁の支庁が設けられた。明治 22年に        二宮金次郎像 

は町村制の施行により小田原地方は１町 14村となった。 

この年、東海道全線が開通したが、箱根山を避けて国府津から御殿場へ抜け

たことにより、宿場町としての小田原は一時衰微。そこで風光明媚な環境を 

生かし、保養地・観光地として活路を見出すこととなった。 
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明治後期から大正初期にかけ

て、国府津―箱根湯本間に馬車

鉄道、小田原―熱海間に人車鉄

道、軽便鉄道、大正９年に東海

道本線の支線として国府津―熱

海間に熱海線が開通し、発展の

兆しが見えたが 12年の関東大

震災で壊滅的な打撃を受けた。

昭和９年に丹那トンネルが開通し、熱海線が東海道本線となり、再び交通の

要地として脚光を浴びることとなった。その後、市制施行の気運が高まり、

昭和 15年 12月 20日に小田原町、足柄町、大窪村、早川村、酒匂村の一部が

合併し、面積 57.54ｋ㎡、人口 54,699人、世帯数 10,749で市制を施行。昭和

23年には下府中村、昭和 25年に桜井村を合併。昭和 29年には町村合併促進

法に基づいて酒匂町、国府津町、上府中村、下曽我村、片浦村を合併、さら

に昭和 31年に曽我村の一部、昭和 46年に橘町を合併して市勢を拡大、神奈

川県西部の中核都市として発展を続けており、平成 12年には特例市に指定さ

れた。現在は、特例市制度は廃止されている。 

 

４ 気象概要（令和６年１月～１２月） 

（１）年間平均気温 １７．４℃（最高気温３７．９℃、最低気温－３．３℃） 

（２）年間降水 量 ２６３４．０㎜ 

 

５ 人  口  １８５，２９３人  （令和７年４月１日現在） 

 

６ 世 帯 数   ８５，９６５世帯 （令和７年４月１日現在） 

     

 

 

 

 

 

 

現在の小田原駅（東口） 
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（平成 27 年国勢調査）※10 年ごとの調査 

 

 

７ 面  積  １１３．６０ｋ㎡（令和７年１月１日現在） 

＊神奈川県の面積の約４．７％を占め、市としては、横浜市、

相模原市、川崎市に次いで県内１９市中第４位。 

＊令和３年１月１日から、国土地理院が公表した令和２年 10

月１日時点の全国都道府県市区町村別面積調に基づき、本市

の面積（行政区域面積）を変更（113.81㎢→113.60㎢）し

た。 

 

８ 市制施行  昭和１５年１２月２０日（全国で 173番目、県内で７番目） 

 

９ 人口密度  １，６３１人／㎢（令和７年４月１日現在） 

 

10 就業者・通学者の流出入人口    （単位：人） 

 

 

 

 

11 観光客数 

   平成30年  ６，１８２，２４０人 

            （宿泊客数 303,546人、日帰り客数 5,878,694人） 

   令和元年  ６，２４８，４６４人 

            （宿泊客数 389,340人、日帰り客数 5,859,124人） 

   令和２年  ３，７０５，２４８人 

            （宿泊客数 277,253人、日帰り客数 3,427,995人） 

   令和３年  ５，２９０，６７０人 

            （宿泊客数 310,900人、日帰り客数 4,979,770人） 

   令和４年  ７，２６４，９６３人 

            （宿泊客数 329,384人、日帰り客数 6,935,579人） 

令和５年  ８，３２５，９４８人 

            （宿泊客数 423,034人、日帰り客数 7,902,914人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 就業者 通学者 合計 

流出人口 32,606 5,678 38,284 

流入人口 30,005 4,721 34,726 
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12 産業別人口（平成２７年国勢調査） ※10年ごとの調査 

 

 
産業（大分類） 

就業者数 

（人） 

総数 88,048 

第１次産業 2,303 

農業 2,193 

林業 54 

漁業 56 

第２次産業 21,337 

鉱業、採石業、砂利採取業 21 

建設業 5,429 

製造業 15,887 

第３次産業 60,970 

電気・ガス・熱供給・水道業 413 

情報通信業 2,380 

運輸業、郵便業 5,121 

卸売業、小売業 14,157 

金融業、保険業 1,878 

不動産業、物品賃貸業 1,652 

学術研究、専門・技術サービス業 3,046 

宿泊業、飲食サービス業 6,714 

生活関連サービス業、娯楽業 3,300 

教育・学習支援業 3,824 

医療、福祉 9,611 

複合サービス事業 612 

サービス業（他に分類されないもの） 5,826 

公務（他に分類されるものを除く） 2,436 

分類不能の産業 3,438 
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Ⅱ 財政状況 

１ 令和７年度当初予算 

(１) 一般会計当初予算額 

ア 歳 入 

款 予 算 額 （千円） 構成比（％） 対前年度伸率（％） 

市    税 ３３，１８９，０００ ４２．１２ ４．５５ 

地 方 譲 与 税 ３７１，０００ ０．４７ △４．６３ 

利 子 割 交 付 金 ２０，０００ ０．０３ １００．００ 

配 当 割 交 付 金 ２６０，０００ ０．３３ １８．１８ 

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 ６００，０００ ０．７６ １７２．７３ 

法 人 事 業 税 交 付 金 ６００，０００ ０．７６ ９．０９ 

地 方 消 費 税 交 付 金 ４，９００，０００ ６．２２ ４．２６ 

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 １６，０００ ０．０２ ６．６７ 

環 境 性 能 割 交 付 金 １２０，０００ ０．１５ ９．０９ 

地 方 特 例 交 付 金 １９０，０００ ０．２４ △８１．１９ 

地 方 交 付 税 ４，６００，０００ ５．８４ ３１．４３ 

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 ２１，５６４ ０．０３ △７．３３ 

分 担 金 及 び 負 担 金 ４４１，１６８ ０．５６ ６．４０ 

使 用 料 及 び 手 数 料 １，４３３，００２ １．８２ △７．０７ 

国 庫 支 出 金 １６，５６０，１２２ ２１．０２ １０．５３ 

県  支  出  金 ５，８６６，２０３ ７．４４ １３．３５ 

財  産  収  入 ２３２，２９５ ０．２９ １．０４ 

寄  附  金 １，５０６，００５ １．９１ △０．３７ 

繰  入  金 １，７５７，６９６ ２．２３ △４２．１３ 

繰  越  金 ３００，０００ ０．３８ － 

諸  収  入 ２，４６７，４４５ ３．１３ ２．７３ 

市    債 ３，３４８，５００ ４．２５ △２４．１０ 

合    計 ７８，８００，０００ １００．００ ３．０１ 
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イ 歳 出 

款 予 算 額 （千円） 構成比（％） 対前年度伸率（％） 

議 会 費 ４４０，７３３ ０．５６ △１．１１ 

総 務 費 ９，９３５，６６６ １２．６１ ３．２３ 

民 生 費 ３５，０４５，０６１ ４４．４７ ８．４７ 

衛 生 費 ８，０３７，５２０ １０．２０ △３．８７ 

労 働 費 １２９，２０４ ０．１６ ０．６５ 

農 林 水 産 業 費 １，１３４，０８１ １．４４ ８．９０ 

商 工 費 １，４６３，０９５ １．８６ △５．４７ 

土 木 費 ６，０２０，６４３ ７．６４ △９．７０ 

消 防 費 ２，９２５，５４７ ３．７１ ４．１０ 

教 育 費 ８，０７６，４５２ １０．２５ ０．０９ 

公 債 費 ５，５５９，４８４ ７．０６ １．７４ 

予 備 費 ３２，５１４ ０．０４ ８．３８ 

合 計 ７８，８００，０００ １００．００ ３．０１ 

 

ウ 一般会計の性質別内訳 

区     分  予 算 額 （千円）  構成比（％） 対前年度伸率（％） 

義 務 的 経 費 ４１，０１５，９６６ ５２．０５ ７．１５ 

 人 件 費 １２，６３１，３４９ １６．０２ ３．２９ 

 扶 助 費 ２２，８２５，１３３ ２８．９７ １０．８８ 

 公 債 費 ５，５５９，４８４ ７．０６ １．７４ 

投 資 的 経 費 ６，３０４，８１７ ８．００ △１４．１２ 

繰 出 金 １０，３３４，４１９ １３．１２ ２．１４ 

物 件 費 １４，３７７，８５０ １８．２５ ３．２１ 

補 助 費 等 ５，２２４，０５７ ６．６２ △２．６２ 

そ の 他 １，５４２，８９１ １．９６ ５．０７ 

合 計 ７８，８００，０００ １００．００ ３．０１ 
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エ 自主財源・依存財源比率  

区    分  予 算 額（千円）  構成比（％） 対前年度伸率（％） 

自主財源 ４１，３３０，０００ ５２．４４ ０．３６ 

依存財源 ３７，４７０，０００ ４７．５６ ６．０９ 

 

オ 特定財源・一般財源比率 

区    分  予 算 額（千円）  構成比（％） 対前年度伸率（％） 

特定財源 ３０，１４０，５５９ ３８．２５ ５．２３ 

一般財源 ４８，６５９，４４１ ６１．７５ １．６８ 

 

（２）特別会計 

会 計 名 予 算 額 （千円） 対前年度伸率（％） 

競 輪 事 業 ３０，７７０,０００ １５．５５ 

天 守 閣 事 業 １４６，０００ ５．８０ 

国 民 健 康 保 険 事 業 １９，３４３，０００ △４．０８ 

国 民 健 康 保 険 診 療 施 設 事 業 ２９，０００ △３．３３ 

公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 １８２，０００ △１４．１５ 

介 護 保 険 事 業 １８，４５４，０００ ３．３３ 

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 ６，０２４，０００ ４．６７ 

公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 － △１００．００ 

広 域 消 防 事 業 ４，８５７，０００ ２．０２ 

地 下 街 事 業 ４６９，０００ △３０．５２ 

合 計 ８０，２７４，０００ ５．０２ 

 

（３）企業会計     ※下水道事業会計は、平成２８年度から企業会計に移行。 

会 計 名 予 算 額 （千円） 対前年度伸率（％） 

水 道 事 業 ８，８７８，９３０ ３０．００ 

病 院 事 業 ３７，２０３，２１４ ４３．０４ 

下 水 道 事 業 １２，０２３，９２４ ０．５９ 

合 計 ５８，１０６，０６８ ２９．７２ 
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２ 経常収支比率                      （単位：％） 

令和５年度 令和４年度 令和３年度 

９４．０ ９３．８ ８７．９ 

 

３ 財政力指数 

令和５年度 令和４年度 令和３年度 

０．９１ ０．９３３ ０．９４９ 

 

４ 実質収支比率                     （単位：％） 

令和５年度 令和４年度 令和３年度 

１２．７ １０．４ １１．７ 

 

５ 公債費負担比率                      （単位：％） 

令和５年度 令和４年度 令和３年度 

９．６ ９．６ ９．０ 

 

６ 実質単年度収支                    （単位：千円） 

令和５年度 令和４年度 令和３年度 

６５３，５４３ △１１９，２３１ １，６７１，４３４ 

 

７ ラスパイレス指数 

令和６年４月１日 令和５年４月１日 令和４年４月１日 

９８．３ ９８．８ １００．８ 

※ラスパイレス指数とは、全国地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較

するため、国の職員数を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職

給料表（一）適用職員の俸給月額を１００として計算した指数のこと。 
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Ⅲ 議  会 

１ 構  成 

（１）議員定数（令和７年５月２７日付） 

   条例定数２７人、 現員数２６人 

   ＊平成３０年１２月に議会議員定数条例を改正し、議員定数を２７名とした。 

 

（２）会派別議員数（令和７年５月２７日付） 

会派名 議員数 会派名 議員数 

公明党 ４人 維新の会・次世代おだわら ３人 

誠 和 ５人 （無会派） ３人 

誠 新 ６人   

志民の会・ミモザりっけん ５人   

 

（３）年代別議員数（令和７年５月２７日付） 

年齢層 議員数 年齢層 議員数 

30歳代 ２人 60歳代 ８人 

40歳代 ５人 70歳代 ２人 

50歳代 ９人   

 

（４）議員の平均年齢  ５６．０ 歳（令和７年５月２７日付） 

 

２ 議会費予算（令和７年度 議会費予算総額 ４４０，７３３千円） 

（１）議会費予算内訳 

節 予 算 額(千円) 節 予 算 額(千円) 

１ 報   酬 １４９，９６９ 10 需 用 費 ６，１７９ 

２ 給   料 ５５，１６７ 11 役 務 費 ３，９４７ 

３ 職員手当等 １１４，５９１ 12 委 託 料 ５，６８９ 

４ 共 済 費 ６６，８６３ 13 使用料及び賃借料 ９，２９９ 

７ 報 償 費 ７０ 18 負担金補助及び交付金 ２１,７８６ 

８ 旅   費 ６，１７３   

９ 交 際 費 １，０００   

 

（２）タブレット端末関係経費 

  本市議会では、議会の活性化や議会事務の効率化を図るため、デジタル技 
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 術の導入を進めており、令和３年９月に「小田原市議会タブレット端末導入 

 プロジェクトチーム」を設置し、タブレット端末の導入について調査・研究、 

 協議を重ねてきた。 

  その結果、令和４年１０月に全議員へのタブレット端末の配付が実現し、 

 令和４年１２月定例会からは、タブレット端末を活用した「デジタル議会」 

 を本格化させた。端末に搭載した会議用システムにより、紙で提供されてい 

 た資料がデータ提供となることで人件費等の削減が期待されることに加え、 

 データ提供となったことにより、資料の提供が迅速化し、議員が十分に資料 

 を読み込む時間の確保につながるとともに、資料をいつでも、どこでも見ら 

 れることで利便性の向上も図られた。 

 

 ア 経費（予算） 

  令和４年度導入経費  ２，１３６，７３２円 

  （タブレット端末付属品購入費、議場用無線環境構築工事） 

  ①【役務費】回線利用料 ※令和４年度は初期費用も含む 

  ②【使用料及び賃借料】 

   タブレット端末賃借料（３２台） ※リース契約期間：R4.9～R9.6 

   ペーパーレス会議システム利用料 ※令和４年度は初期費用も含む 

   多機能プリンター賃借料（１台） ※リース契約期間：R4.11～R9.6 

    令和７年度  ３，８０５千円 

 

３ 報酬・費用弁償等 

（１）議員報酬及び特別職報酬等                （単位：円） 

職 名 報 酬 額 職 名 報 酬 額 

議  長 ５８６，０００ 市  長 ９８８，０００ 

副 議 長 ５１１，０００ 副 市 長 ８１７，０００ 

議  員 ４７５，０００ 教 育 長 ７０６，０００ 

監査委員  ４９，９００ 病院事業管理者 ８１７，０００ 

※ 平成２０年４月１日適用［監査委員（議会選出）は平成１０年４月１日適用］ 

（２）議員期末手当 

令和７年度予算額    ６８，６５５，０００円 

支給率（令和６年度実績）  ６月＝１．８００月 

１２月＝１．８５０月
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（３）費用弁償（本会議及び法に基づく委員会の出席に係る） 

平成１９年度から廃止 

 

（４）視察旅費 

  ＊新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の一環として、令和２年度は 

   行政視察の実施及び受け入れを、令和３年度は行政視察の実施を中止。 

  ア 行政視察旅費［１人当たり］ 

  ①  常任委員会及び会派 

    総務常任委員会、厚生文教常任委員会、建設経済常任委員会 

                 １４０，０００円 

    議会広報広聴常任委員会   ６０，０００円 

    会   派    凍 結 

② 議会運営委員会  ６０，０００円 

③ 特別委員会         ０円 

イ 海外視察旅費    凍 結   

※ 平成１６年度から、会派別視察と海外視察を凍結 

 

（５）交際費（議長・議会用） 

令和７年度予算額  １，０００，０００円 

 

（６）政務活動費 

（地方自治法の一部改正により、平成２５年２月２７日政務調査費から変更可決、 

平成２５年３月１日施行） 

  小田原市議会議員の職にある者に対し交付（平成１６年４月１日適用） 

１人年間 ７８０，０００円 

＠６５，０００円×１２月（会派ではなく個人に交付） 

   ※平成２７年１１月から政務活動費支出一覧表をホームページで公開。 

 

４ 本会議について 

（１）本会議開催状況（令和６年１月～令和６年１２月） 

 回 数 会期日数 本会議日数 会議時間数 傍聴人数 

定例会 ４回 １１３日 ２６日 １１８時間４６分 ４５０人 

臨時会 １回 １日 １日 １時間１３分 ６人 

合 計 ５回 １１４日 ２７日 １１９時間５９分 ４５６人 
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（２）審議の状況 

ア 市長提出案件 

 
議 案 

同意案 報告案 その他 計 
条例（予特） 予算（予特） 決算 他 

定例会 ２８(８) ４２(13) １４ ３０ ７ １９ ０ １４０ 

臨時会 ０ ０ ０ １ １ １６ ０ １８ 

合 計 ２８(８) ４２(13) １４ ３１ ８ ３５ ０ １５８ 

 ※()内は内数となっている。 

 

イ 議員提出案件 

 条 例 規 則 意見書 決 議 その他 計 

定例会 ４ １ ５ １ ０ １１ 

臨時会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

合 計 ４ １ ５ １ ０ １１ 

 

ウ その他の議案 

 選 挙 請 願 その他 計 

定例会 ３ ０ ０ ３ 

臨時会 ３ ０ ０ ３ 

合 計 ６ ０ ０ ６ 

 

＊請願・陳情の処理状況（令和６年１月～令和６年１２月） 

【請願】 

受理件数 採 択 不採択 取下げ 継 続 

０ ０ ０ ０ ０ 

【陳情】 

受理件数 採 択 不採択 取下げ 継 続 配 付 廃 案 

２２ ４ ５ ０ ０ １３ ０ 
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５ 委員会について 

（１） 常任委員会 

ア 常任委員会の名称、委員の定数及び所管事項（令和７年５月２７日） 

イ 委員の任期       １年 

※議会広報広聴常任委員会は、平成２６年５月臨時会から常任委員会化。 

 

（２）議会運営委員会 

  ア 定数                   ６人 

  イ 委員の任期       １年 

 

（４）委員会開催状況（令和６年１月～令和６年１２月） 

 

 

 

 

名称 定数 所管事項 

総務常任委員会 ９人 

議会局、企画部、総務部、市民部、防災部、

環境部、消防本部、監査事務局の所管に属

する事項及び他の委員会の所管に属しな

い事項 

厚生文教常任委員会 ９人 
文化部、福祉健康部、子ども若者部、市立

病院及び教育委員会の所管に属する事項 

建設経済常任委員会 ９人 

公営事業部、経済部、都市部、建設部、上

下水道局及び農業委員会事務局の所管に

属する事項 

議会広報広聴常任委員会 ６人 

小田原市議会基本条例（平成25年小田原市

条例第16号）第７条に規定する広報広聴に

関する事項 

 開催日数 行政視察

日 数 
計 

会期中 臨時会 閉会中 合計 

常
任
委
員
会 

総務常任委員会 ４ １ ４ ９ ３ １２ 

厚生文教常任委員会 ５ １ ４ １０ ３ １３ 

建設経済常任委員会 ４ １ ４ ９ ３ １２ 

議会広報広聴常任委員会 ７ １ ６ １４ ２ １６ 

議会運営委員会 １５ １ １１ ２７ ２ ２９ 

特
別
委
員
会 

予算特別委員会 １１ ０ ０ １１ ０ １１ 

決算特別委員会 ６ ０ ０ ６ ０ ６ 
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６ 議会広報広聴について 

（１） 市議会だより発行状況 

ア 創刊  昭和５７年５月１日 

イ 発行  年４回  ２月、５月、８月、１１月の１日に発行 

ウ 議会広報広聴常任委員会 

① 構 成 

    委員会の委員は、会派の構成人数３人につき１人を割り当てる。委員会に 

は議長及び副議長が参画するものとする。 

② 任 期 

常任委員会の例による。（１年） 

③ 正副委員長の選出                 

委員会において互選する。 

エ 掲載事項 

①  定例会及び臨時会に関する事項 

② 各種委員会に関する事項 

③ 請願及び陳情に関する事項 

④ その他議会活動等に関する事項 

オ 紙面の規格 

Ａ４判 全ページ４色刷り（平成３１年２月号～） 

カ 発行部数  ６７，０００部 

キ 配布先 

自治会加入世帯に配布。支所・連絡所などの公共施設窓口にて配布。 

 

（２）本会議インターネット配信事業 

迅速かつ正確な市政情報の提供を図るため、平成２０年９月定例会から本会議

の模様をインターネットで配信している。 

 

ア 公開予定の映像と内容 

① ライブ映像【本会議開会中のみ公開】 

本会議開会から終了まで議場の様子をそのまま放送するもの。 

② 翌日配信【本会議翌日】 

   ライブ映像を休憩ごとに分けて検索できるもの。 

③ 録画映像【本会議終了後、概ね５日以内に公開】 

日付や議員名などから見たい場面を検索できるもの。 

イ 利用状況 

ライブ中継のアクセスログ数              （単位：件） 

 令和６年 令和５年 令和４年 令和３年 令和２年 

３月定例会 ２，６５０ ３，２８０ １，７０８ ２，６４９ ２，１５７ 

４月臨時会 - - - １０８ - 

５月臨時会 ４７５ １，２４２ １９８ ２，１６１ １，３７４ 

６月定例会 ６，７２０ １５，３３９ ３，０６６ ３，１１８ ４，３３１ 

９月定例会 ５，３７７ １７，１５８ ４，５５０ ３，３５５ ７，４５２ 

12月定例会 ４，０５６ ４，７３５ ３，０２１ ３，８３２ ４，５３２ 

12月臨時会  - - ５５ - 

ウ 経費（予算） ※インターネット配信事業 

① 回線使用料（役務費） ※委員会等インターネット回線利用料も含む 
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② 映像等配信業務（委託料／５年間の債務負担行為設定） 

③ 映像データ作成業務（委託料） 

   平成２９年度  ２，１９１千円 

   平成３０年度  ２，８６３千円 

   令和元年度  ２，８９６千円 

令和２年度  ２，２０９千円 

令和３年度  ２，２０９千円 

令和４年度  ２，２０９千円 

   令和５年度  ２，２３６千円 

   令和６年度  ２，２２８千円 

   令和７年度  ２，０２３千円 

 

（３）委員会の映像配信事業 

  さらなる情報公開の推進のため、平成２９年３月定例会から、ＵＳＴＲＥＡＭ（ユ

ーストリーム）によるライブ配信及び録画配信（３０日間）を行っていたが、 

ＵＳＴＲＥＡＭの有料化に伴い、平成３０年７月からＹｏｕＴｕｂｅでの配信を行

っている。配信期間は、議事録がホームページに公開されるまでとしている。 

 

ア 放映する委員会 

総務常任委員会 

厚生文教常任委員会 

建設経済常任委員会 

議会広報広聴常任委員会 

 イ 経費 

   平成 28年度導入経費  ７３２，１９１円 

（ウェブカメラ等設置工事、配信用パソコン３台、インターネット回線費用等） 

令和７年度（予算） 

９５，０４０円（回線利用料、プロバイダサービス利用料） 

    １３８，６００円（パソコン３台賃借料 R4.6～R9.3リース契約代金） 

 

（４）議会報告会 

   議会基本条例（平成 25年 4月 1日施行）第 7条（広報広聴の充実）において 

「市民に対する議会報告会を必要に応じて開催すること」としている。 

  

 ア 開催時期 

   報告会は、議長の判断により必要に応じて開催する。 

 イ 報告事項 

①  議案の審査に関する事項 

  ② 議会の活動に関する事項 

  ③ その他議長が必要と認める事項 

 

 ウ 開催実績 

  ①第 1回 平成 25年（8/10、8/18）   「議会基本条例制定」     115名 

  ②第 2回 平成 26年（11/15、11/16） 「市議会に関するアンケート」  65名 

  ③第 3回 平成 27年（11/14/、11/15） 

「定例会の審議結果、小田原駅前周辺の機能配置」          122名 

    ④第 4回 平成 28年（2/4） 

シンポジウム「小田原市・南足柄市『中心市のあり方』について」104名 
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   ※平成 29年以降は開催実績 なし 

 

（５）議場見学会 

  議会報告会の一つとして、子ども達を対象とした議場見学会を実施している。

施設の見学や、市議会議員との質疑応答等を通して、自分たちが住むまちがより

良くなるために、議会でどのような議論がなされているかということや、議員の

仕事や選挙について知ることで、議会や選挙を身近に感じ、関心を持ってもらう

主権者教育にもつながると考えている。また、コロナ禍により社会科見学等が縮

小している中、貴重な校外学習の場として活用いただいている。 
 

  ア 事業の概要 

市内の小学生等を対象に、議場のほか、議長室、傍聴席といった市議会の施

設の見学と、議場を使用した議員との質疑応答を基本的な内容とし、児童の人

数や滞在時間等に合わせて実施している。当日は市議会議員が司会進行や議会

等についての説明を行うなど、能動的に関わり、議会全体として受け入れる形

で開催している。 

  イ 実績（過去３年分） 

 日時 対象 人数 

令和４年７月４日 前羽小学校 ６年生18人 

令和４年７月８日 山王小学校 ６年生25人 

令和４年10月24日 下府中小学校 ６年生54人 

令和４年11月11日 豊川小学校 ６年生95人 

令和４年11月15日 足柄小学校 ６年生59人 

令和４年11月17日 久野小学校 ６年生54人 

令和４年12月21日 片浦小学校 ６年生10人 

令和５年２月８日 新玉小学校 ６年生27人 

令和５年２月10日 下曽我小学校 ６年生37人 

令和５年７月３日 山王小学校 ６年生34人 

令和５年７月７日 矢作小学校 ６年生78人 

令和５年７月13日 片浦小学校 ６年生15人 

令和５年７月14日 豊川小学校 ６年生111人 

令和５年10月23日 早川小学校 ６年生23人 

令和５年10月27日 下曽我小学校 ６年生27人 

令和５年11月９日 大窪小学校 ６年生88人 

令和５年11月13日 久野小学校 ６年生38人 

令和５年11月20日 富水小学校 ６年生93人 

令和６年１月12日 足柄小学校 ６年生79人 

令和６年１月19日 芦子小学校 ６年生99人 

令和６年１月22日 新玉小学校 ６年生19人 

令和６年１月27日 子ども会連絡協議会 市内小学校５年生14人 

令和６年１月30日 下府中小学校 ６年生51人 

令和６年２月５日 曽我小学校 ６年生15人 
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令和６年２月６日 前羽小学校 ６年生25人 

令和６年７月１日 桜井小学校 ６年生82人 

令和６年７月２日 矢作小学校 ６年生87人 

令和６年７月３日 富水小学校 ６年生73人 

令和６年７月４日 国府津小学校 ６年生96人 

令和６年７月５日 足柄小学校 ６年生79人 

令和６年７月８日 酒匂小学校 ６年生58人 

令和６年10月29日 久野小学校 ６年生41人 

令和６年10月30日 豊川小学校 ６年生108人 

令和６年11月５日 片浦小学校 ６年生14人 

令和６年11月14日 下曽我小学校 ６年生29人 

令和６年11月15日 新玉小学校 ６年生30人 

令和６年11月20日 下府中小学校 ６年生60人 

令和７年１月10日 芦子小学校 ６年生88人 

令和７年１月22日 下中小学校 ６年生37人 

令和７年１月27日 曽我小学校 ６年生19人 

令和７年１月29日 山王小学校 ６年生31人 

令和７年１月31日 大窪小学校 ６年生30人 

令和７年２月５日 町田小学校 ６年生47人 

令和７年２月６日 前羽小学校 ６年生20人 

 

７ 議会事務局の機構 

議会局職員数  １２人 （定数 １４人） 

   議 会 局 長              １人 

   副 局 長              １人 

   担 当 課 長              １人 

   総 務 係 長              １人 

   総 務 係              ２人 

   議事調査係長              ２人 

   議事調査係              ４人 

※小田原市議会事務局設置条例の一部改正（令和６年２月16日）により、地方自治法 

 第138条（事務局の設置及び議会の職員）に基づく議会の事務局の名称を「議会局」 

 と改めた。 
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Ⅳ 参  考 

（１）小田原市議会運営委員会申合せ事項 

（平成３年６月10日議会運営委員会決定）   

最近改正  令和６年３月19日   

 

条例設置後の議会運営委員会の位置付け 

 平成３年４月２日に施行された改正地方自治法により、地方議会は議会運営委員会（以下「委員

会」という。）を条例で設置できることになったが、今回の法改正は、従来の、任意に設置された

委員会が果たしてきた議会運営上の重要な役割を法的に認知したものである。 

 本委員会も、平成３年６月 10 日本会議において可決された委員会条例によって設置されたもので

あるが、従来の委員会が果たしてきた役割を自覚しつつ、今後も法令の定める範囲内で、その在り

方及び役割を踏襲することを確認し、申合せをするものである。 

 

第１章 議会運営委員会  

１ 委員会の構成について 

  委員会の委員は、各会派の所属議員の比率により割り当てる。ただし、会派とは３人以上の議

員によって構成する交渉団体をいう。 

２ 議長及び副議長の参画について 

  委員会には、議長及び副議長が参画するものとする。 

３ 代理議員の出席要請について 

  委員長は、委員から欠席の連絡を受けたときは、欠席委員の所属する会派から、代理議員の出

席を求めるものとする。 

４ 代理議員の発言について 

  委員長の出席要請を受けた代理議員は、委員会において、委員と同等に発言できるものとする。 

５ 委員の所属会派の異動について 

  委員会の委員が、所属会派を異動したときは、委員を辞任するものとする。 

６ 議事に関する努力目標について 

  委員会の議事は、全会一致で決してきた従来の委員会の伝統に鑑み、円満な議会運営を図るた

めに、今後も全会一致を努力目標として協議を行うものとする。 

７ 決定事項の遵守について 

  委員会で決定した事項は、各会派の責任において、協調に努めるものとする。 

８ 議会の運営に関する事項について 

  地方自治法第 109 条第３項第１号に定める「議会の運営に関する事項」は次のとおりとする。 

 (1) 会期に関すること。 

 (2) 議事日程に関すること。 

 (3) 議事進行に関すること。 

 (4) 説明員に関すること。 

 (5) 議員の発言に関すること。 

 (6) その他議事運営に関すること。 

     一部改正〔平成 19 年４月１日・平成 26 年６月 17 日〕 

９ 議長の諮問に関する事項について 

  地方自治法第 109 条第３項第３号に定める「議長の諮問に関する事項」は次のとおりとする。 

 (1) 議会の行う選挙、選任及び議員の辞職等に関すること。 
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 (2) 請願及び陳情の処理に関すること。 

 (3) 議員の提出する条例、意見書、要望及び決議等の取扱いに関すること。 

 (4) 議長、副議長、議会選出監査委員の人事に関すること。 

 (5) 議席に関すること。 

 (6) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の構成に関すること。 

 (7) 議会関係施設の改善に関すること。 

 (8) 副市長、教育委員、監査委員、公平委員、固定資産評価審査委員、人権擁護委員など、本会

議の議決を要する市長提案人事に関すること。 

 (9) 期末勤勉手当の支給並びに報酬及び給与改定に関すること。 

     一部改正〔平成 19 年４月１日・26 年６月 17 日〕 

10 閉会中の継続審査について 

  第８項及び第９項に規定する事項については、委員の任期中この付託を受け、閉会中の継続審

査とするものとする。 

第２章 予算等の審査方法 

11 議案の付託について 

  当初予算等は予算特別委員会を設置・付託し、審査する。補正予算等は、各常任委員会へ分割

付託し、審査する。 

 (1) 当初予算等の審査方法 

  ア 特別委員会を設置し、全議案付託の上、審査する。 

 (2) 補正予算等の審査方法 

   各常任委員会に分割付託し、審査する。 

  ア 一般会計予算 

    歳入、歳出いずれも所管の常任委員会に分割付託し、歳入は節まで、歳出は目まで付託す

る。 

  イ 特別会計予算及び企業会計予算 

    所管常任委員会に付託する。 

  ウ 条例案 

    所管常任委員会に付託する。 

  エ 事件議案 

    予算要求する担当部等の関係常任委員会に付託する。 

  オ 説明員は担当副市長以下職員が出席することとする。 

     全部改正〔平成７年 12 月 18 日〕、一部改正〔平成 11 年９月 20 日・20 年２月 14 日・

22 年５月 17 日・25 年４月 30 日〕 

12 決算認定案 

  決算特別委員会を設置し、９月定例会中に審査する。 

     削除〔平成 22 年５月 17 日〕、追加〔平成 26 年６月 17 日〕 

13 削除 

削除〔平成 28 年７月 29 日〕 

第３章 会期日程 

14 ３月定例会の会期日程 

 (1) 第１日は市長の補正予算等に係る提案説明を行い、関係課長の細部説明は必要に応じて行う。

その後、質疑を行い、常任委員会に付託する。続いて、市長の施政方針演説及び当初予算等に

係る提案説明を行い、関係課長の細部説明は行わない。 
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 (2) 休会中、所管常任委員会を開会し、補正予算等を審査する。なお、審査期間はそれぞれ１日

とする。ただし、１日１委員会を開会する。 

 (3) 第２日の日程は、次のとおりとする。 

   委員会付託議案を一括上程 ―― 常任委員会ごとに審査結果の委員長報告 ―― 報告ご

とに質疑 ―― 一般会計以外の付託議案について討論、採決 ―― 分割付託された一般会

計予算の議案を一括して討論、採決 

 (4) ３日目以降は代表質問（関連質問）、個人質問を行う。 

 (5)～(6) 削除 

 (7) 最終日の日程は、次のとおりとする。 

   特別委員会付託議案一括上程 ―― 特別委員会審査結果報告―― 質疑 ―― 討論  

―― 採決 

     全部改正〔平成７年 12 月 18 日〕、一部改正〔平成 20 年２月 14 日・22 年５月 17 日・

25 年４月 30 日〕 

15 その他の定例会の会期日程 

 (1) 第１日は、市長の提案説明を行い、関係課長の細部説明は必要に応じて行う。 

 (2) 第２日は、質疑を行い、常任委員会に付託する。 

 (3) 休会中、所管常任委員会を開会する。なお、審査期間はそれぞれ１日とする。ただし、１日

１委員会を開会する。 

 (4) 第３日の日程は次のとおりとする。 

   委員会付託議案を一括上程 ―― 常任委員会ごとに審査結果の委員長報告 ―― 報告ご

とに質疑 ―― 一般会計以外の付託議案について討論、採決 ―― 分割付託された一般会

計予算の議案を一括して討論、採決 

     一部改正〔平成４年３月 17 日・５月 11 日〕 

   第４章 常任委員会・同協議会 

16 公社等の経営状況の報告について 

地方自治法第 243 条の３第２項による小田原市土地開発公社、一般財団法人小田原市事業協会、

株式会社小田原水道サービスセンター及び公益財団法人小田原市体育協会の経営状況の報告につ

いては、それぞれ所管の常任委員会において所管事務調査（報告事項）として関係課長から報告

を受け質疑を行う。 

 (1) 本会議での取り扱いについて 

   市長から報告書を提出する旨の報告を受け終了する。 

 (2) 経営状況報告のための出席者について 

   当該報告のための委員会出席者は部局長以下職員とする。 

     一部改正〔平成 20 年３月 25 日・27 年７月２日・令和２年３月 17 日〕 

17 副市長及び教育長の出席について 

副市長及び教育長の出席については、議会運営委員会申合せ事項の 11 の(2)のオによることと

し、議会運営委員会申合せ事項の 16 の(2)に係るもの以外の調査事項の審査への出席は求めない。

ただし、委員長が必要とする場合はこの限りではない。 

     一部改正〔平成 20 年２月 14 日・25 年４月 30 日・30 年４月 27 日〕 

18 閉会中における常任委員会協議会の活動について 

常任委員会協議会は、原則的に開かないものとする。ただし、やむを得ない場合は、原則とし

て委員会と併せて開くこととする。また、この場合結論は出すべきものでなく、意見を述べ聞き

おく程度とする。 
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     一部改正〔平成 11 年９月 20 日・25 年４月 30 日〕 

19 事件決議等の付託省略について 

簡易な事件決議等は常任委員会への付託を省略し、即決することができる。 

19-2 常任委員会の審査報告書に対する質疑及び議案に対する討論については、通告制とせず、質

疑を行う場合は事前にその意思を委員長に申し伝える。 

     一部改正〔平成 25 年４月 30 日・31 年１月 28 日〕 

   第５章 請願  

20 会期中の審査とするものについて 

  定例会告示日までに提出されたものは、予算、条例等議案の付託日に上程し、会期中に審査す

るものとして所管常任委員会又は議会運営委員会に付託するものとする。 

     一部改正〔平成５年２月 22 日・22 年５月 17 日・25 年４月 30 日〕 

21 閉会中の継続審査とするものについて 

  定例会告示日の翌日以降、会期最終日前々日（休日を除く。）までに提出されたものは、会期

最終日にまとめて上程し、閉会中に継続審査するものとして所管常任委員会又は議会運営委員会

に付託する。また会期最終日の前日以降に提出されたものは、次の定例会に上程するものとする。 

  ただし、市の責任において処理できるもので、特に緊急を要するものは、議長の判断により、

又は議会運営委員会に諮り、その取扱いを変更できるものとする。 

     一部改正〔平成５年２月 22 日・22 年５月 17 日・25 年４月 30 日〕 

22 即決するもの 

議会運営委員全員の紹介によるもの、市の責任において処理できない国政等に関するもの、又

は議長において所管の常任委員会若しくは議会運営委員会に付託する必要がないと認めるも（会

議規則第 86 条第１項）は、前２項の規定にかかわらず、議長が上程日を定め、即決することがで

きる。 

     一部改正〔平成５年２月 22 日・６年 11 月 29 日・25 年４月 30 日〕 

23 紹介議員の出席義務について 

紹介議員は、議会運営委員会に出席し説明しなければならない。ただし、紹介議員が複数の場

合は、紹介議員の話合いで代表１名が出席すれば足りることとする。 

     一部改正〔平成 25 年４月 30 日〕 

   第６章 陳情 

24 会期中の審査とするものについて 

  定例会告示日までに提出されたものは、予算、条例等議案の付託日に陳情文書表により上程し、 

 会期中に審査するものとして所管常任委員会等に付託するものとする。 

     一部改正〔平成 20 年３月 25 日・22 年５月 17 日・25 年４月 30 日〕 

25 閉会中の継続審査とするものについて 

定例会告示日の翌日以降、会期最終日前々日（休日を除く。）までに提出されたもの及び会期

中に審査し結論が得られなかったものは、会期最終日に陳情文書表（会期中に提出された陳情書

のみ）及び閉会中継続審査申出一覧表により上程し、閉会中に継続審査するものとして所管常 

任委員会等に付託する。また会期最終日の前日以降に提出されたものは、次の定例会に上程する

ものとする。 

     全部改正〔平成 11 年９月 20 日〕、一部改正〔平成 22 年５月 17 日・25 年４月 30 日〕 

26 本会議での取り扱いについて 

平成 20 年６月定例会より、付託された所管常任委員会等において審査結果を得たものについて

は、本会議で報告し、採決を行う。 
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 (1) 委員長報告について 

  陳情審査結果一覧表の卓上配付をもって委員長報告とする。 

 (2) 質疑・討論について 

  ア 質疑は委員長に対して行う。また、質疑内容は審査の経過と結果に対するものとし、陳情

内容については行わない。 

  イ 質疑については、通告制とせず、質疑を行う場合は事前にその意思を委員長に申し伝える。 

  ウ 質疑・討論は、原則として委員会ごとに分けて行う。 

 (3) 採決について 

   採決は原則として１件ずつ行う。ただし、同趣旨の陳情については一括採決できることとす

る。 

 (4) 議会運営委員会での協議について 

   同趣旨陳情の一括採決などの場合は、事前に議会運営委員会を開催し、本会議での取り扱い

について協議を行う。 

     一部改正〔平成 20 年３月 25 日・25 年４月 30 日〕 

27 意見書提出を求める陳情について 

意見書を求める陳情については、所管の常任委員会等で審査し、意見書提出の可否は当該委員

会の判断によるものとする。なお、意見書を提出することに決定した場合、本会議への提出者は

当該委員会委員によるものとする。 

     一部改正〔平成 11 年９月 20 日・25 年４月 30 日・27 年７月２日〕 

28 削除 

     一部改正〔平成 25 年４月 30 日〕、削除〔平成 28 年５月 17 日〕 

   第７章 発言通告 

29 発言通告の取扱いについて 

質疑は招集日の散会後から受付けを開始することとし、一般質問は招集日の午前８時 30 分から

受付けを開始するものとする。 

     一部改正〔平成 25 年４月 30 日〕 

29-2 一般質問における仮通告について 

 (1) 一般質問を行おうとする者は、定例会招集日の３日前の日の午前８時 30 分から招集日の前日 

  の午後５時 15 分（休日を除く。）までの間に、必ず、仮通告を行うものとする。 

 (2) 仮通告は、既定の通告書様式を用い、議会局に持参し、又はグループウェア経由（ワードフ 

  ァイル又は PDF ファイルの送付）により提出するものとする。 

     一部改正〔令和６年３月 19 日〕 

 (3) 一般質問の聞き取り対応については、仮通告提出時から本通告締切日の翌々日（休日を除く。） 

  までに行うものとする。 

 (4) 仮通告を行った場合も、本通告の提出を要するものとするが、その内容は、原則、仮通告と 

  同じものとする。ただし、仮通告の聞き取りの結果による加除修正についてはこの限りでない。 

     追加〔令和５年８月 28 日〕 

30 発言通告書の提出について 

  会議において発言しようとする者は、別途発言通告書に発言の要旨を記載し、議長あて提出す 

 るものとする。この場合において、発言通告書に提出者の記名があれば、署名・押印を省略する

ことができるものとする。なお、別個の通告事項を新たに追加する場合には、先に提出した発言

通告書は一旦取り下げられ、新たに提出されたものとみなす。ただし、軽微な訂正にあっては、

この限りでない。 
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     一部改正〔平成 25 年４月 30 日・31 年１月 28 日・令和４年９月 13 日〕 

31 通告順位の変更について 

前項中段の場合、通告順位は発言通告書が新たに提出されたものとみなされた時点に変更する

ものとする。ただし、通告事項の削除又は関連事項の追加はこの限りでない。 

     一部改正〔平成７年 12 月 18 日・25 年４月 30 日〕 

32 資料請求について 

資料請求は動議の扱いとなることから、原則として事前に議長と協議を行う。 

     一部改正〔平成 20 年６月３日・25 年４月 30 日〕 

   第８章 質疑・質問の取扱い 

33 質疑・質問の方法について 

  別に定めのあるものを除き、会議における１回目の質疑（質問）は「一括質疑（質問）・一括

答弁方式」とし、２回目以降の質疑（質問）は「一問一答方式」でも「一括質疑（質問）・一括

答弁方式」でもよいものとする。 

     一部改正〔令和５年２月 22 日〕 

33-2 ３月定例会の質問について 

３月定例会においては、代表質問、関連質問及び個人質問を行うことができる。 

     一部改正〔令和５年２月 22 日〕 

 (1) 代表質問について 

   代表質問については施政方針に則り、大局的に行うこととする。 

   代表質問の質問時間は、10 分を会派の人数に乗じたその合計時間内とする。 

   代表質問の質問者数については、会派の人数に応じて、別表のとおりとする。 

     一部改正〔平成 31 年１月 28 日・令和元年 11 月 14 日・４年１月 21 日〕 

 (2) 関連質問について 

   代表質問を行った場合は、代表質問の通告内容の範囲内において、関連質問を行うことがで

きる。 

   関連質問は、会派の人数に応じて、質問時間内に限り行うことができる。 

   また、関連質問の質問者数は、会派の人数に応じて、別表に定める範囲内とする。 

   関連質問者は、代表質問者と同時に議会局に届け出る。 

     一部改正〔令和元年 11 月 14 日・令和６年３月 19 日〕 

 (3) 個人質問について 

   個人質問は、無会派の議員が行うことができる。ただし、議長が必要と認める場合はこの限

りでない。 

   質問時間は、質問者１人について答弁を含めず 10 分以内とする。 

個人質問については施政方針に則り、大局的に行うこととする。 

     一部改正〔平成５年９月 24 日・23 年３月 23 日・25 年４月 30 日・令和元年 11 月 14 日・

４年２月 15 日〕 

 (4) 代表質問及び個人質問の発言通告の取扱いについて 

   代表質問及び個人質問は、招集日の散会後から受付けを開始するものとする。 

     追加〔平成 28 年５月 17 日〕 

34 その他の定例会の質問について 

６月、９月及び 12 月定例会においては、一般質問を行うことができる。 

一般質問の質問時間は、質問者１人について答弁を含めず 40 分以内とする。 

     一部改正〔平成５年９月 24 日・25 年４月 30 日〕 
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35 質問時における登壇について 

一般質問、代表質問又は個人質問を行うとき、１回目の質問は登壇して行う。この場合、１回

目の市長答弁も登壇して行うものとする。 

  なお、関連質問については、自席で行うものとする。 

     一部改正〔平成５年９月 24 日・25 年４月 30 日〕 

   第９章 委員会の公開 

36 委員会の公開（傍聴）について 

常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会については、傍聴希望者にこれを公開する。 

     一部改正〔平成 25 年４月 30 日・31 年１月 28 日〕 

37 傍聴の受付け及び許可について 

傍聴の受付けは常任、特別委員会開会の 30 分前から行い、先着順に許可する。ただし、受付開

始は、午前８時 30 分以降とする。 

     一部改正〔平成 20 年２月 14 日・25 年４月 30 日・27 年２月 12 日〕 

38 傍聴者数について 

常任、特別委員会の傍聴者は 10 人までとする。 

     一部改正〔平成 25 年４月 30 日〕 

38-2 傍聴規則等の準用について 

  その他傍聴に関しては、小田原市議会傍聴規則（平成３年８月１日議会規則第２号）第３条か

ら第 10 条の規定及び「本会議等におけるマスクの着用及び飲み物の持ち込みについて」の規定の

例による。 

     追加〔平成 28 年５月 17 日〕、一部改正〔令和２年１月 24 日〕 

 第 10 章 会議における称呼 

39 会議における称呼 

会議中の議員（除議長）の称呼は、発言の許可を求める場合を除き、議席番号及び氏に「議員」

を付したものとする。［○番□□議員］ 

  また、議長の称呼は「議長」とする。 

     一部改正〔平成７年９月 22 日・25 年４月 30 日・26 年６月 17 日〕 

   第 11 章 全員協議会 

40 会議の招集について 

 (1) 議長が開く必要があると判断したとき議員を招集し、開催する。 

     追加〔平成 25 年３月 25 日〕 

41 議長の職務について 

 (1) 議長は、会議の議事を整理し、保持する。 

 (2) 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の 

職を行う。 

     追加〔平成 25 年３月 25 日〕 

42 議題について 

 (1) 議員全員で協議する必要がある事項（それに関連する執行部からの報告がある場合は、それ

を含む）とする。 

     追加〔平成 25 年３月 25 日〕 

43 出席要求等について 

 (1) 議長は、市長その他議題の関係者(以下「市長等」という。)から、説明若しくは意見を聴き、

又は質疑する必要があると判断したときは、市長等の出席を求める。 
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     追加〔平成 25 年３月 25 日〕 

44 公開（傍聴）について 

 (1) 原則、傍聴希望者に公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは全員協議会に諮って非

公開とする。 

 (2) 傍聴者は原則 20 人までとする。 

 (3) その他傍聴に関しては、小田原市議会傍聴規則（平成３年８月１日議会規則第２号）の規定

及び議会運営委員会申合せ事項の「第９章 委員会の公開」の例による。 

     追加〔平成 25 年３月 25 日〕 

45 記録について 

 (1) 議長は、職員をして議事の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、

これに署名しなければならない。 

     追加〔平成 25 年３月 25 日〕 

   第 12 章 反問権 

46 行使について 

 (1) 反問権を行使する場合の手順は、以下とする。 

  ア 反問権を行使する者は、挙手し、議長若しくは委員長（以下「議長等」という。）から指

名を受ける。 

  イ 指名を受けた後、反問により、趣旨又は根拠（質疑・質問の文言や前提等について、瑕疵

又は客観性の問題が疑われる場合に、これを確認するもの）を確認したい発言部分を議長等 

   に告げ、許可を申し出る。 

     一部改正〔令和５年９月６日〕 

  ウ 反問の許可を得た後、議員若しくは委員（以下「議員等」という。）に質疑・質問の趣旨

又は根拠を確認する。 

     一部改正〔令和５年９月６日〕 

  エ 議員等は、反問に対する回答をした後、反問に対する回答の終了を表明する。 

 (2) 反問権を行使できるものは、課長職以上とする。 

 (3) 根拠確認に係る反問については、質疑者（質問者）へ代替案の提示を要求するもの及び質疑 

  者（質問者）の考え方を問うなどの逆質問を行うものについては反問の対象外とする。 

     追加〔令和５年９月６日〕 

  例） 

議員 [質疑・質問] 

市長 議長、市長（挙手） 

議長 市長（指名） 

市長 ただいまの○番□□議員の△△について、（趣旨／根拠）を確認したいため、反問の許可を

願います。 

議長 ただいまの反問については、これを許可します。 

市長 ○番□□議員の（△△については、××ということの趣旨でよろしいですか。／△△につい

て、■■と言われる根拠についてお伺いします。） 

議長 ○番□□議員（指名） 

議員 ただいまの市長からの反問について、お答えします。△△については、●●ということです。

以上で、反問に対する回答といたします。 

     追加〔平成 25 年３月 25 日〕、一部改正〔令和５年９月６日〕 

47 反問における質疑等の取り扱いについて 
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 (1) 本会議での質疑において、反問に対する議員等の回答については、これを小田原市議会会議

規則第 53 条の規程の質疑の回数に含めない。 

 (2) 本会議での一般質問、代表（関連）質問及び個人質問並びに時間制限を設けている委員会で

の質問において、反問に対する議員等の回答については、これを質問時間に含めない。 

     追加〔平成 25 年３月 25 日〕 

   第 13 章 その他 

48 地方自治法第 121 条による出席者について 

 (1) 本会議においては、法第 121 条による出席者名簿の配付は行わない。 

 (2) 本会議においては、議長による説明のための出席者について、発言は行わない。 

 (3) 議会運営委員会においては、事前に法第 121 条による出席者について、報告を行う。 

     追加〔平成 31 年１月 28 日〕 

48-2 部局長の出席について 

  本会議における部局長の出席については、原則、次のとおりとする。なお、次に記載のない議 

 事については、状況に応じて都度判断するものとする。 

 (1) 全部局長が出席する場合 

  ア 定例会初日 

  イ 定例会初日上程議案の採決時 

  ウ 予算特別委員会及び決算特別委員会への付託議案に係る上程時及び採決時 

 (2) 答弁予定の部局長のみ出席する場合 

  ア 議案関連質疑時 

  イ 一般質問、代表質問（個人質問）時 

     追加〔令和５年８月 28 日〕 

49 会議を欠席する場合に提出する欠席届については、提出者の記名があれば、署名・押印を省略

することができる。 

     追加〔令和４年９月 13 日〕 

 

別表（第 33項関係） 

３月定例会の質問者数 

会 派 の 人 数 
質 問 者 数 

代表質問 関連質問 

３人 １人 １人 

４人以上７人以下 １人 １人 

８人以上 15 人以下 ２人以内 ２人以内 

16 人以上 ３人以内 ３人以内 

     一部改正〔平成５年９月 24日・25 年４月 30 日・令和元年 11月 14 日〕 
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（２）代表者会議所管事項 

（平成元年８月29日代表者会議決定） 

最近改正  令和７年３月25日   

 

１  会派に関すること 

２  一般選挙後、議会運営委員会が設置されるまでの議事運営に関すること 

３  議会が行う行事及び処遇に関すること 

４  市が行う行事に関すること（薪能、北條五代祭り、小中学校卒業式、成人式等） 

５  選挙管理委員、神奈川県後期高齢者医療広域連合議会議員の人事に関すること 

６  議会費予算編成に関すること 

７  新人議員研修に関すること 

８  政務活動費、費用弁償、議員報酬、議員期末手当に関すること 

９  議員定数に関すること 

10  議会情報公開に関すること 

11  議会内部の任意の委員会等に関すること 

12  各種審議会委員の推薦に関すること 

13  議員控室に関すること 

14  議長会の行事に関すること 

15  海外行政視察に関すること 

16  国内行政視察旅費の配分に関すること 

17  姉妹都市に関すること 

18 その他会派の連絡協調に関すること 

※ 議長はいずれの所管に属するか判明しない場合は、議長の裁量で所管を決定することができる。

また、定例会会期中は、議会運営委員会がしばしば行われるので、代表者会議の所管事項であって

も、議長の判断であえて代表者会議を開かず議会運営委員会で処理することができるものとする。 

 

※ 議長は代表者会議において書面で各会派に意見聴取をするとき、必要に応じて無会派の議員から 

 も書面で意見聴取を行うことができるものとする。 

     追加〔令和５年９月25日〕 
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（３）小田原市議会行政視察執行要領 

（平成元年 8月 29日代表者会議決定）   

 

   小田原市議会行政視察執行要領 

１ 視察の目的 

  本市が直面する問題及び将来必要となる施策等について先進都市を調査・研究し、議会活動の向

上に資することを目的とする。 

２ 視察の種類 

  行政視察の種類は、次のとおりとする。 

 (1) 常任委員会視察 

(2) 会派別視察 

(3) 議会運営委員会視察 

  (4) 各種対策委員会等の視察 

３ 視察の承認 

  視察を実施しようとするときは、次の事項を記載した視察計画書（様式第 1 号）を議長に提出し、

承認を得なければならない。 

(1) 視察地 

(2) 視察目的 

  (3) 視察事項 

(4) 視察期間 

  (5) 視察参加予定人員 

  (6) 視察概算経費 

４ 視察地の選定 

  視察地の選定に当たっては、次の事項に留意しなければならない。 

(1) 優れた施策、特色ある施策が実施されている市町村 

(2) 将来、本市の行政に参考となる施策が実施されている市町村 

(3) 人口・面積の規模、都市・産業形態・財政状況その他が、本市の規模・形態等と類似する都市 

(4) その他行政視察の目的に照らし適当と思われる市町村 

５ 視察の実施方法 

  視察の実施方法は、次のとおりとする。 

(1) 常任委員会視察の実施は、６月定例会以降とする。なお、同一会計年度内において選定した視

察都市が重複する場合は、重複を避けるよう調整すること。 

(2) 班編成は、原則として１班とし、やむを得ない事情により２班に分かれる場合には、委員長・

副委員長が同一の班に偏らないこと。 

(3) 実施に当たっては、市の公式行事との重複は避けること。 

(4) 土曜日､日曜日及び祝日は、原則として視察計画に含まないこと。 

(5) 各種対策委員会等の視察については、原則として隔年に実施すること。 

(6) 視察の随行員は、原則としてそれぞれ１人とする。ただし､会派別視察には随行員は付けない。 

６ 視察の経費等 

  視察の経費等は、原則として次のとおりとする。 

 (1) 視察は、当該年度の旅費の配当枠を超えて執行することができない。 
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 (2) 視察の参加を取り消し､中止し､変更したことによる運賃､料金､宿泊料等の取消手数料は、取消

し等をした当人が負担するものとする。ただし、公務のため取消し等をした場合は､この限りでな

い。 

 (3) その他視察の実施に当たっては、小田原市職員の旅費に関する条例及び同施行規則を遵守しな

ければならない。 

７ 海外視察 

  海外視察への参加者は、次のとおりとする。 

 (1) 議員歴の長い者順とし、同期の場合は年齢順とする。ただし、代表者会議で必要と認める場合

は、この限りでない。 

 (2) 合併による場合のほか、議員として身分のあった者は、本市議会議員の各同一当選回数者の中

から優先し、また、同一当選回数議員のうち補欠選挙により当選した者がある場合は、在職期間

の長い者を優先する。 

 (3) 公務以外の理由で辞退した場合は棄権とする。ただし、議長の認める場合は、この限りでない。 

８ 視察報告書 

  視察を終了した場合は、速やかに視察報告書(様式第２号)を作成し、議長に提出しなければなら

ない。 

９ 委任 

  この要領に定めるもののほか、行政視察に関する必要な事項は、代表者会議の申合せによるもの

とする。 

   附 則   

 この要領は、平成元年 11 月１日から施行する。 

 

様式 （略） 

 

 

 

 

 

 

 平成 15 年 11 月 17 日の代表者会議において、要領第２項第

２号に規定する会派別視察及び第７項に規定する海外視察に

ついては、その執行を凍結することを決定した。  
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（４）議員懇話会 
    ◎目 的  会員相互の親睦及び会員の福利厚生を図ること並びに市政の諸問題につき研

究する。 

  ◎役 員  会長は議長、副会長は副議長とし、幹事は各会派の世話人（議会運営委員）を

充てる。 

  ◎会 費  ３，０００円。 毎月報酬から拠出する。 

  ◎事 業  （1）会員の健康管理のため定期検診を実施するものとする。 

        （2）市政の諸問題の研究のため研修会を実施するものとする。 

        （3）会員に吉凶禍福のあった場合、役員会において協議決定する。 

        ただし、慣例及び別に定めのあるもの等については会長が適宜処理するこ

とができる。この場合、会長は次の会議にその経緯を報告しなければなら

ない。 
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令 和 ６ 年 ３ 月 定 例 会 会 期 日 程 
月     日 開議時刻 会   議   内   容 

第 １日目 ２月１４日 水 午前 10 時 

１ 会期の決定   ２ 専決処分の報告 一括上程…報告、質疑 

３ 令和５年度各会計補正予算並びにその他議案 一括上程…提案説明、休憩、質疑、

各常任委員会付託 

４ 陳情等各常任委員会等付託 

５ 令和６年度各会計予算並びにその他議案 一括上程…施政方針演説、提案説明 

６ 議員提出議案（２件）一括上程…提案説明 － 質疑、討論、採決 

議会広報広聴常任委員会（14日） 

第 ２日目 ２月１５日 木 

（休会） 

（代表質問・個人質問通告締切＝ 15 日正午） 

第 ３日目 ２月１６日 金 総務常任委員会  （16 日） 

第 ４日目 ２月１７日 （土）  

第 ５日目 ２月１８日 （日）  

第 ６日目 ２月１９日 月 厚生文教常任委員会（19 日） 

第 ７日目 ２月２０日 火 建設経済常任委員会（20 日） 

第 ８日目 ２月２１日 水 （委員長報告書検討日＝ 21 日） 

第 ９日目 ２月２２日 木 議会運営委員会（22 日） 

第１０日目 ２月２３日 (金)                             （23 日＝天皇誕生日） 

第１１日目 ２月２４日 (土)  

第１２日目 ２月２５日 （日）  

第１３日目 ２月２６日 月  

第１４日目 ２月２７日 火 

午前 10 時 

１ 各常任委員長審査結果報告…質疑、討論、採決 

２ 陳情等審査結果報告…一覧表にて報告、質疑、討論、採決 

３ 各派代表質問 

第１５日目 ２月２８日 水 

１ 各派代表質問・個人質問、予算特別委員会設置・付託 

議会広報広聴常任委員会（28日） 

予算特別委員会（28 日） 

第１６日目 ２月２９日 木 

（休会） 

予算特別委員会（市議会事務局、企画部、総務部＝ 29日 ） 

第１７日目 ３月 １日 金 予算特別委員会（市民部、防災部、文化部＝ １日） 

第１８日目 ３月 ２日 (土)  

第１９日目 ３月 ３日 (日)  

第２０日目 ３月 ４日 月 予算特別委員会（病院管理局、福祉健康部、環境部＝ ４日） 

第２１日目 ３月 ５日 火 予算特別委員会（公営事業部、経済部＝ ５日） 

第２２日目 ３月 ６日 水 予算特別委員会（消防本部、都市部、建設部＝ ６日） 

第２３日目 ３月 ７日 木 予算特別委員会（上下水道局、子ども若者部、教育部＝ ７日） 

第２４日目 ３月 ８日 金 予算特別委員会（現地視察（予定）日＝ ８日）、（総括質疑通告締切 午後３時） 

第２５日目 ３月 ９日 (土)  

第２６日目 ３月１０日 (日)  

第２７日目 ３月１１日 月  

第２８日目 ３月１２日 火                            （12日＝中学校卒業式） 

第２９日目 ３月１３日 水  

第３０日目 ３月１４日 木 予算特別委員会（総括質疑＝ 14 日） 

第３１日目 ３月１５日 金                          （15日＝市立幼稚園卒園式） 

第３２日目 ３月１６日 (土)  

第３３日目 ３月１７日 （日）  

第３４日目 ３月１８日 月 予算特別委員会（総括質疑、採決、とりまとめ＝ 18 日） 

第３５日目 ３月１９日 火 議会運営委員会（19日） 

第３６日目 ３月２０日 （水）                              （20 日＝春分の日） 

第３７日目 ３月２１日 木 予算特別委員会（委員長報告検討日＝ 21 日）       （21 日＝小学校卒業式） 

第３８日目 ３月２２日 金 午前 10 時 １ 予算特別委員長審査結果報告…質疑、討論、採決 
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令 和 ６ 年 ６ 月 定 例 会 会 期 日 程 

月    日 開議時刻         会   議   内   容        

第 1 日目 6月 10日 月 午前 10時 

１ 会期の決定 

２ 所信表明 

３ 経営状況の報告 ― 報告 

４ 令和６年度一般会計補正予算並びにその他議案 ― 提案説明 

 （一般質問通告   締切 ＝10 日 午後５時） 

第 2 日目 6月 11日 火 
（休 会） 

 （議案関連質疑通告 締切 ＝11日 正午） 

  議会運営委員会     ＝11日 

第 3 日目 6月 12日 水  

第 4 日目 6月 13日 木 午前 10時 

１ 議案関連質疑、各常任委員会付託 

２ 陳情等各常任委員会等付託 

  議会広報広聴常任委員会 ＝13日 

第 5 日目 6月 14日 金 

（休 会） 

  総務常任委員会     ＝14日 

第 6 日目 6月 15日 (土)  

第 7 日目 6月 16日 (日)  

第 8 日目 6月 17日 月   厚生文教常任委員会   ＝17日 

第 9 日目 6月 18日 火   建設経済常任委員会   ＝18日 

第 10日目 6月 19日 水  

第 11日目 6月 20日 木 
  議会運営委員会     ＝20日 

 （委員長報告検討日    ＝20日） 

第 12日目 6月 21日 金 午前 10時 

１ 各常任委員長審査結果報告、委員長報告に対する質疑 

(1) 討論、採決（一般会計補正予算以外の議案） 

(2) 討論、採決（一般会計補正予算） 

２ 陳情等審査結果報告 

  審査結果一覧表にて報告、質疑、討論、採決 

３ 一般質問 

第 13日目 6月 22日 (土) 
（休 会） 

 

第 14日目 6月 23日 (日)  

第 15日目 6月 24日 月 

午前 10時 

１ 一般質問 

第 16日目 6月 25日 火 
  議会運営委員会     ＝25 日 

１ 一般質問 

第 17日目 6月 26日 水 １ 一般質問 

第 18日目 6月 27日 木 

１ 一般質問 

２ 陳情等（閉会中継続審査）について 

  議会広報広聴常任委員会 ＝27 日本会議閉会後 
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令 和 ６ 年 ９ 月 定 例 会 会 期 日 程 

月     日 開議時刻 会   議   内   容 

第１日目 ９月２日 月 午前10時 

１ 会期の決定 

２ 専決処分の報告 ― 報告、質疑  

３ 令和６年度各会計補正予算並びにその他議案一括上程 ― 提案説明 

４ 固定資産評価員の選任 ― 提案説明、質疑、委員会審査省略、討論、採決 

５ 監査委員の選任 ― 提案説明、質疑、委員会審査省略、討論、採決 

 （一般質問通告   締切 ＝ ２日 午後５時） 

第２日目 ９月３日 火 
（休会） 

 （議案関連質疑通告 締切 ＝ ３日 正午） 

第３日目 ９月４日 水  

第４日目 ９月５日 木 午前10時 

１ 議案関連質疑、各常任委員会付託 

２ 陳情等各常任委員会等付託 

  議会運営委員会・議会広報広聴常任委員会 ＝ ５日 

第５日目 ９月６日 金 

（休会） 

総務常任委員会   ＝ ６日 

第６日目 ９月７日 (土)  

第７日目 ９月８日 (日)  

第８日目 ９月９日 月   厚生文教常任委員会 ＝ ９日 

第９日目 ９月10日 火   建設経済常任委員会 ＝ 10日 

第10日目 ９月11日 水  

第11日目 ９月12日 木   議会運営委員会   ＝ 12日 

第12日目 ９月13日 金   委員長報告書検討日 ＝ 13日 

第13日目 ９月14日 (土)  

第14日目 ９月15日 (日)  

第15日目 ９月16日 (月)                               ［敬老の日 ＝ 16日］ 

第16日目 ９月17日 火 午前10時 

１ 付託議案 ― 各常任委員長審査結果報告、質疑、討論、採決 

２ 陳情等審査結果報告 ― 審査結果一覧表にて報告、質疑、討論、採決 

３ 一般質問 

第17日目 ９月18日 水 午前10時   一般質問 

第18日目 ９月19日 木 午前10時 
  議会運営委員会 ＝ 19日 

  一般質問 

第19日目 ９月20日 金 午前10時   一般質問 

第20日目 ９月21日 (土) 

（休会） 

 

第21日目 ９月22日 (日) ［秋分の日 ＝ 22日］ 

第22日目 ９月23日 (月) ［振替休日 ＝ 23日］ 

第23日目 ９月24日 火 午前10時 

１ 一般質問 

２ 令和５年度一般会計継続費精算報告等 － 報告、質疑 

３ 令和５年度決算認定案（一般・特別・企業）一括上程 ― 提案説明、質疑、決算特別

委員会設置、付託 

  議会広報広聴常任委員会 ＝ 24日 

  決算特別委員会（正副委員長互選、全体説明、書類審査・一般会計） ＝ 24日 

第24日目 ９月25日 水 

（休会） 

  決算特別委員会（書類審査・一般会計） ＝ 25日 

第25日目 ９月26日 木   決算特別委員会（書類審査・一般会計、特別会計、企業会計） ＝ 26日 

第26日目 ９月27日 金 
  決算特別委員会（現地査察）＝ 27日 

  （総括質疑通告締切＝ 27日 午後３時） 質疑聞き取り 

第27日目 ９月28日 (土)  

第28日目 ９月29日 (日)  

第29日目 ９月30日 月  

第30日目 10月１日 火  

第31日目 10月２日 水   決算特別委員会（総括質疑、討論、採決、とりまとめ）  ＝ ２日 

第32日目 10月３日 木  

第33日目 10月４日 金   議会運営委員会・決算特別委員会（委員長報告書検討日）＝ ４日 

第34日目 10月５日 (土)  

第35日目 10月６日 (日)  

第36日目 10月７日 月 午前10時 

１ 令和５年度決算認定案（一般・特別・企業） ― 決算特別委員長審査結果報告、質疑、 

 討論、採決 

２ 陳情等（継続審査）について 
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令 和 ６ 年 1 2 月 定 例 会 会 期 日 程 

月    日 開議時刻 会   議   内   容 

第１日目 11月29日 金 午前10時 

１ 議席の一部変更 

２ 会期の決定 

３ 議員提出議案（委員会条例）上程 ― 提案説明・質疑・委員会審査

省略、討論、採決 

４ 専決処分の報告 一括上程 ― 報告、質疑 

５ 専決処分の承認 上程 ― 提案説明、質疑、討論、採決 

６ 令和６年度各会計補正予算及びその他議案（一部議案を除く） 一括

上程 ― 提案説明 

７ 事件議案（工事請負契約の変更）上程 ― 提案説明、細部説明 

（30 分休憩）、質疑、討論、採決 

 （一般質問通告   締切 ＝ 29日 午後５時） 

第２日目 11月30日 (土) 

(休 会) 

 

第３日目 12月１日 (日)  

第４日目 12月２日 月 （議案関連質疑通告 締切 ＝ ２日 正午） 

第５日目 12月３日 火  

第６日目 12月４日 水 午前10時 

１ 議案関連質疑、各常任委員会付託 

２ 陳情等各常任委員会等付託 

 議会広報広聴常任委員会 ＝ ４日 

 議会運営委員会     ＝ ４日 

第７日目 12月５日 木 

(休 会) 

 総務常任委員会     ＝ ５日 

第８日目 12月６日 金   厚生文教常任委員会   ＝ ６日 

第９日目 12月７日 (土)  

第10日目 12月８日 (日)  

第11日目 12月９日 月   建設経済常任委員会   ＝ ９日 

第12日目 12月10日 火  

第13日目 12月11日 水   議会運営委員会     ＝ 11日 

第14日目 12月12日 木 （委員長報告書検討日   ＝ 12日) 

第15日目 12月13日 金 午前10時 

１ 付託議案 

 各常任委員長審査結果報告、委員長報告に対する質疑 

 (1) 討論、採決（一般会計補正予算以外の議案） 

 (2) 討論、採決（一般会計補正予算） 

２ 陳情等審査結果報告 

  審査結果一覧表にて報告、質疑、討論、採決 

３ 一般質問 

第16日目 12月14日 (土) 
(休 会) 

 

第17日目 12月15日 (日)  

第18日目 12月16日 月 

午前10時 

１ 一般質問 

第19日目 12月17日 火 
  議会運営委員会     ＝ 17日 

１ 一般質問 

第20日目 12月18日 水 １ 一般質問 

第21日目 12月19日 木 

１ 一般質問 

２ 陳情等（閉会中継続審査）について 

  議会広報広聴常任委員会 ＝ 19日本会議閉会後 
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